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県 計農村振興課 地域計画班
水質保全対策事業 事業主体 市 町 村 所管課班

土地改良区 実農村整備課 水利施設保全班

趣 旨

農業用用排水施設内の水質汚濁に起因する障害の除去により良質な農業用水の確保及び農村地域

の環境保全を図り，もって水資源の総合的な保全に資することを目的とする事業。

採択要件

１，（１），（２）のいずれかを満たすこと。

（１）農業用用排水施設内の水質及び農業用用排水施設から公共用水域へ排出される排水の水質が

良質な農業用水の確保及び農村地域の環境保全を目的として都道府県知事が策定する農村地域

水質保全計画の水質基準を満たしていない地域で行う事業であって，受益面積の合計がおおむ

ね20ha以上のもの

（２）農用地の水質汚濁等に起因する障害を除去する必要があるものとして農村振興局長が別に

定める条件に該当する地域で行う事業であって，受益面積の合計がおおむね10ha以上のもの。

事業内容

区 分 工 種 事 業 内 容 実施主体

1 農業用用 (1)水質汚濁等に起 ア 次の（ア）から（エ）までのいずれかに該当す 県，市町村
排水施設整 因する障害を除去 る障害が生じている場合に、障害を除去するた 又は土地改
備 するための農業用 めの農業用用排水施設その他の施設の新設、廃 良区

用排 水施設その他 止若しくは変更
施 設の新設，廃止 （ア）人の健康を損なうおそれがある有害な農畜
若しくは変更又 は 産物が生産されていること
これを併せて （イ）農作物等の生育が阻害されていること
行う客土 （ウ）農作業の能率の低下を来していること

（エ）施設の管理に支障を来していること
イ アと併せて行う客土
ウ 現にアの（ア）から（エ）までに掲げる障害は

生じていないが、応急的な防止措置を実施しなけ
れば容易にそれら障害が発生すると推定される程
度の水質汚濁が生じている場合に行う農業用用排
水施設その他の施設の新設、廃止若しくは変更

エ ウと併せて行う客土

(2)水質浄化施設整 ア 水性生物の有する自然浄化機能を利用した浄化
備 施設整備

イ 接触酸化水路，曝気施設等の浄化施設整備
ウ その他の浄化手法を利用した水質浄化施設整備
エ 水路及び貯水池のしゅんせつ
オ 水質浄化施設の適切な管理を行うための管理用

道路，駐車場，発電施設，照明施設，安全施設
その他維持管理のために必要な施設整備

(3)処理施設整備 水質浄化施設により発生した汚泥及び水生生物に適
切な回収・処理等を行うための施設整備

(4)併せて行う施設 上記工種(1)から(3)までのいずれかと併せて行うこ
整備 とが技術的かつ経済的に適当と認められる農業用排

水施設，その他の施設整備

２水質保全 (1)水質浄化施設整 ア 水性生物の有する自然浄化機能を利用した浄化 県又は市町
施設整備 備 施設整備 村

イ 接触酸化水路，曝気施設等の浄化施設整備
ウ その他の浄化手法を利用した水質浄化施設整備
エ 水路及び貯水池のしゅんせつ
オ 水質浄化施設の適切な管理を行うための管理用

道路，駐車場，発電施設，照明施設，安全施設そ
の他維持管理のために必要な施設整備

(2)処理施設整備 水質浄化施設により発生した汚泥及び水生生物に適
切な回収・処理等を行うための施設整備
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(3)環境保全施設整 水質浄化施設と一体的に整備することで農村環境や
備 自然環境等の保全に資するための施設整備

(4)面源負荷抑制施 非特定汚染源となる農地や農業用用排水路等からの
設整備 負荷流出を抑制するための循環かんがい施設，漏水

防止シート，浄化型暗渠排水，自動給水栓，節水か
んがい施設，土層改良のための施設，その他負荷抑
制に資する施設の整備

(5)併せて行う施設 上記工種(1)から(4)までのいずれかと併せて行うこ
整備 とが技術的かつ経済的に適当と認められる農業用排

水施設，その他の施設整備

３ 支援事業 湖沼の水質保全に係る管理運営体制の整備、施設の 県又は市町
最適運用を行うための試験運用、流出入負荷実態の 村
把握及び検証、節水かんがいや濁水の流出を防止す
る用配水管理を普及させるための技術的指導、水質
浄化に配慮した基盤整備導入に伴う掛かり増し経費
への助成であって、次のアからウまでの条件をみた
すもの
ア区分２の水質保全施設整備と併せて行うもの
イ支援事業実施期間は、原則として区分２の水質保

全施設整備の完了予定の年の２年前から３年間と
する

ウ支援事業費は区分２の水質保全施設整備の費用の
５パーセント以内とする

４ 先導的モデル事業 農用地の水質汚濁等に起因する障害を除去するため 県，市町村
の新技術を導入した水質浄化施設、維持管理施設、 又は土地改
処理施設等の施設整備であって、区分１の工種(1)の 良区
ア又はイに掲げる要件に該当する地域において、新
技術を導入した工事を実施し、当該技術の活用と普
及を行うもの

負担割合 区 分 国 県 市町村 その他 備 考

水質保全対策 50 34 16 － 県営

〃 50 未 定 未 定 未 定 団体営


